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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の作動条件が成立した場合に作動される可動体を含み、この可動体の作動状態に応
じて入賞口への入賞確率を変更可能な可変入賞装置と、
　前記可動体を所定の回転中心回りに回転動作させ、前記入賞口に対して所定の第１姿勢
と第２姿勢との間にて変位させる作動機構と
　を備え、前記可動体が前記第２姿勢に変位された状態でその上面側となる位置に球受け
面が形成され、この球受け面にて遊技球を受け止めて前記入賞口に向けて案内可能である
遊技機であって、
　前記可動体は、
　基端部が第１の駆動軸に支持されて当該第１の駆動軸を支点として回転動作される第１
の羽根状部材と、
　前記第１の羽根状部材とともに可動体を構成し、かつ、基端部が前記第１の駆動軸と異
なる第２の駆動軸を支点として回転動作しうる第２の羽根状部材とを有し、
　前記第１の羽根状部材と前記第２の羽根状部材とは、
　相互に連結されており、前記第１の羽根状部材が前記第１の駆動軸を支点として回転動
作されるのに伴い、当該第１の羽根状部材に連結されている前記第２の羽根状部材が、前
記第２の駆動軸を支点として回転動作されるに際して当該第１の羽根状部材に対して長手
方向に相対的にスライドするリンク機構により構成されており、
　前記可動体としての前記第１および前記第２の羽根状部材がともに前記第２姿勢に変位
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されたとき、前記第２の駆動軸から前記第２の羽根状部材の先端部までの距離により規定
される当該可動体全体の長さが前記第１姿勢と前記第２姿勢とで略同じでありながらも、
前記第１の羽根状部材に対して前記第２の羽根状部材が長手方向にスライドすることによ
って、前記入賞口に入賞しやすくなったと遊技者に錯覚させうる
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記可動体としての前記第１および前記第２の羽根状部材がともに前記第２姿勢に変位
するまで回転動作したとき、当該第１の羽根状部材に対する当該第２の羽根状部材の相対
的なスライドを規制することで、当該第１の羽根状部材および当該第２の羽根状部材の回
転動作が停止される
　請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記入賞口を挟む左右には、一対をなす前記可動体が設けられている
　請求項１または２に記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可動体によって入賞確率を変えることができる可変入賞装置を備えた遊技機
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の遊技機に関する従来技術として、遊技領域のほぼ中央位置に可変入賞装置が配
設されたパチンコ遊技機が挙げられる（例えば、特許文献１参照。）。可変入賞装置には
左右一対の可動体（飛行機翼状の可動片）が設けられており、これら可動体は別の始動入
賞口に遊技球が入賞することによって作動し、一定時間内だけ可変入賞装置の入賞口が開
放された状態になる。そして、この間に入賞した遊技球がさらに可変入賞装置内の特定領
域を通過すると、これを契機として特別遊技状態に移行する。
【０００３】
　上記の可動体はいずれも支軸を中心として回動することができ、これら２本の支軸は遊
技盤の裏面側にて１つのソレノイドに連結されている。ソレノイドと各支軸とはリンク機
構を介して連結され、始動入賞口への入賞を契機としてソレノイドに通電されると、リン
ク機構が作動して各支軸を一定の角度だけ回動させ、このとき左右一対の可動体が入賞口
（可変入賞装置への入球口）を開放した状態に変化する（特許文献１の図５を参照）。
【０００４】
　可動体の上面側となる位置には球受け面が形成されており、盤面を流れ落ちる遊技球は
球受け面に受け止められて入賞口へ案内されるので、この間に可変入賞装置への入賞が可
能となる（入賞確率あり）。この状態で一対の可動体は可変入賞装置の両側に突出するよ
うにして拡開しており、これら可動体の両先端の内側には遊技領域内で可変入賞装置への
入賞が可能となる最大範囲、つまり、開口幅が規定される。
【０００５】
　この後に一定時間が経過すると、ソレノイドへの通電が停止されて再びリンク機構が作
動し、各支軸を逆向きに回動させる。これにより、左右一対の可動体は入賞口を閉じた状
態に復帰するので、この状態では可変入賞装置に入賞する可能性がなくなる（入賞確率な
し）。
【０００６】
　上記の他にも、いわゆる電動チューリップ型の可変入賞装置では、左右一対の可動体が
拡開した状態にあると、開口幅が左右に拡がるため比較的入賞しやすくなり（入賞確率大
）、逆に可動体が窄んだ状態にあると開口幅が狭まるため比較的入賞しにくくなる（入賞
確率小）。
【０００７】
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　いずれにしても、可変入賞装置を備えた遊技機にあっては、その可動体が作動されて開
口幅が拡がると、遊技者はそれまでよりも強い入賞の期待感をもって遊技を行うことがで
きると考えられる。
【特許文献１】特開昭６２－１９４８８１号公報（第２－３頁、図５）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来の可変入賞装置では単純に可動体を開閉動作させているだけである
ため、たとえ遊技中に可動体が開閉動作される機会が多くあったとしても、視覚的には単
調な動作が繰り返されるだけであり、依然として遊技者に対する訴求力が弱く、興趣に欠
けるという問題がある。
【０００９】
　そこで本発明は、可動体の動作によって入賞の期待感を大きく高めることができる遊技
機の提供を課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（解決手段１）
　本発明の遊技機は、可動体の動作を大きく視認させることで上記の課題を解決している
。このため本発明の遊技機は、所定の作動条件が成立した場合に作動される可動体を有し
、この可動体の作動状態に応じて入賞口への入賞確率を変更可能な可変入賞装置と、可動
体を所定の回転中心回りに回転動作させて入賞口を開閉させる作動機構とを備えている。
【００１１】
　上記の可動体は、作動機構によって回転動作されるため、このときの動作を大きく設定
することで遊技者に与える視覚的な効果が増し、入賞への期待感を高めることができる。
【００１２】
　（解決手段２）
　より具体的な構成として本発明の遊技機は、所定の作動条件が成立した場合に作動され
る可動体を有し、この可動体の作動状態に応じて入賞口への入賞確率を変更可能な可変入
賞装置と、可動体を所定の回転中心回りに回転動作させ、入賞口に対して所定の第１姿勢
と第２姿勢との間にて変位させる作動機構とを備えている。また本発明の遊技機は、上記
の可動体が前記第２姿勢に変位された状態でその上面側となる位置に球受け面が形成され
、この球受け面にて遊技球を受け止めて入賞口に向けて案内可能である。
【００１３】
　そして上記の可動体は、その第１姿勢から第２姿勢への変位の過程で球受け面として規
定される範囲が拡張される一方、上記の回転中心から球受け面の末端までの長さは不変で
ある。
【００１４】
　通常、遊技者は可動体の大きさを視覚的に判断して入賞しやすいか否かを判断するが、
上記の可動体は、遊技者からみて第１姿勢にある状態と第２姿勢にある状態とでは球受け
面として規定される範囲の大きさが異なり、具体的には第１姿勢にある状態よりも第２姿
勢にある状態の方が球受け面として規定される範囲が大きく拡張されている。このため可
動体が第１姿勢から第２姿勢に変位すると、遊技者はそれまで予想していたよりも入賞し
やすくなったと錯覚し、より強い期待感を持って遊技を行うことが可能となる。
【００１５】
　その一方で、可動体の動作範囲は作動機構によって機構的に調節されており、可動体の
回転動作時に上記のように球受け面として規定される範囲が拡張されていても、その回転
中心から球受け面の末端までの長さは常に一定（不変）である。したがって、本発明では
可変入賞装置への入賞が可能となる最大の範囲（開口幅）が拡大されたかのように遊技者
に錯覚させて訴求力を高めているが、実際に開口幅が変わるわけではないので、遊技機の
射幸性が過度に高くなるようなことはない。
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【００１６】
　（解決手段３）
　本発明の遊技機は、別途独立の構成を有することもできる。すなわち本発明の遊技機は
、所定の作動条件が成立した場合に作動される可動体を有し、この可動体の作動状態に応
じて入賞口への入賞確率を変更可能な可変入賞装置と、可動体に接続され、所定の駆動軸
回りに動力を与えることで可動体を所定の第１姿勢と第２姿勢との間で回転方向に変位さ
せる作動機構とを備えており、可動体が第２姿勢に変位された状態でその上面側となる位
置に球受け面が形成され、この球受け面にて遊技球を受け止めて入賞口に向けて案内可能
である。
【００１７】
　さらに本発明の遊技機はその他の構成として、可動体の一部を構成し、基端部が駆動軸
に支持されて作動機構により回転動作される第１の羽根状部材と、この第１の羽根状部材
とともに可動体を構成し、かつ、基端部が第１の羽根状部材と異なる位置で回転自在に支
持された第２の羽根状部材と、第１の羽根状部材と第２の羽根状部材とを相互に連結し、
作動機構により第１の羽根状部材が回転動作されるのに伴い、第２の羽根状部材を第１の
羽根状部材とともに回転動作させながら第１の羽根状部材に対して長手方向に相対的にス
ライドさせることにより、これら第１および第２の羽根状部材がともに可動体として第２
姿勢に変位されたとき、球受け面として規定される範囲を第１姿勢にあるときと比較して
拡張させるリンク機構とを備えている。
【００１８】
　遊技機が上記の構成を有する場合、可動体は少なくとも２つの部材、つまり第１および
第２の羽根状部材から構成されており、これらが互いにリンク機構によって連結された態
様となる。これら第１および第２の羽根状部材はいずれも基端部を中心として同じ方向に
回転動作されるが、第１の羽根状部材と第２の羽根状部材とでは回転動作の中心位置が異
なっている。このため、２つの羽根状部材がともに回転動作されると、これらの軌跡は同
心円を描かず、中心位置のずれ量（偏心量）に応じて長手方向にずれが生じることとなる
。リンク機構はこのときのずれを許容し、第１の羽根状部材に対して第２の羽根状部材を
相対的にスライドさせることで上記の球受け面を拡張させる働きをする。
【００１９】
　その一方で、２つの羽根状部材はいずれも回転動作の中心位置が常に一定であるため、
個々の羽根状部材について回転中心から先端までの長さは不変である。したがって、遊技
者からみて視覚的に球受け面が拡張されることはあっても、個々の羽根状部材の長さが伸
長されるわけではなく、結果的に遊技領域内で可変入賞装置への入賞が可能となる範囲（
開口幅）は常に一定となる。このため、可変入賞装置の作動時に視覚的効果によって遊技
者に対する訴求力を高めていても、構造的には遊技機の射幸性が過度に高くなるようなこ
とはない。
【００２０】
　（解決手段４）
　上記の解決手段３において、リンク機構は第１および第２の羽根状部材がともに可動体
としての第２姿勢に変位するまで回転動作したとき、第１の羽根状部材に対する第２の羽
根状部材の相対的なスライドを規制することで、これら第１および第２の羽根状部材の回
転動作を停止させる態様が好ましい。この場合、可動体が第２姿勢に変位したときにその
動作を規制するための手段（例えばストッパ）を別に設ける必要がなく、構造的に簡素で
合理的な態様を実現することができる。
【００２１】
　（解決手段５）
　上記の解決手段２から４において、可変入賞装置は左右で一対をなす可動体を有してお
り、これら一対の可動体が可変入賞装置の両側で左右対称に変位される態様が好ましい。
【００２２】
　この場合、左右一対の可動体が可変入賞装置の両側で第２姿勢に変位されると、２つの
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可動体が左右に拡開された状態となり、その内側には球受け面によって可変入賞装置への
入賞が可能となる範囲（開口幅）が規定される。
【００２３】
　このとき、可動体の変位によって球受け面が拡張されているので、遊技者からはあたか
も開口幅が大きくて入賞しやすい遊技機であるかのように視認されるので、それだけ入賞
の期待感を高めることができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の遊技機は、球受け面の拡張による視覚的効果によって入賞への期待感を大きく
高め、より興趣性の高い遊技内容を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明をパチンコ機に適用した一実施形態について、次に掲げる項目に沿って各
対応図面を参照しながら説明する。
１．遊技機の基本構成（図１）
２．可変入賞装置（図２）
　２－１．可動体
　２－２．球受け面
　２－３．第１の羽根状部材、第２の羽根状部材（図３）
３．作動機構（図３）
４．リンク機構（図４）
５．動作例（図５）
６．その他の実施形態についての言及。
【００２６】
　（１．遊技機の基本構成）
　図１は、一実施形態となるパチンコ機１を示している。公知のように、パチンコ機１は
大きく分けて枠体２と遊技盤４とから構成され、遊技盤４は枠体２に対して着脱可能に取
り付けられている。遊技盤４には、遊技者に相対する前面側にほぼ円形の遊技領域が形成
されており、パチンコ機１による遊技は、この遊技領域に向けて発射された遊技球が遊技
領域内で様々に運動しながら進行する。発射された遊技球は盤面に沿って流れ落ち、その
過程で多数の誘導釘（図示されていない）や風車６等に案内されて様々に動きの変化を与
えられる。
【００２７】
　遊技領域には、そのほぼ中央位置にひときわ大きく目を引くセンター役物８が配置され
ているほか、その周囲に一般入賞口１０や始動入賞口１２，１３等が配置されている。こ
れら入賞口１０，１２，１３に遊技球が入賞すると一定個数の賞球が払い出され、特に始
動入賞口１２，１３に入賞すると、これを契機としてセンター役物８が所定回数（例えば
１回または２回）だけ作動される。
【００２８】
　センター役物８は左右一対の可動体１４を有しており、センター役物８はその作動時に
おいて、図示されるように左右の可動体１４を左右方向に拡開させた後、これらをまた元
通りに窄ませることができる。
【００２９】
　（２．可変入賞装置）
　次に、可変入賞装置の一例であるセンター役物８について詳しく説明する。
　図２は遊技領域中、センター役物８とその周囲の部分（省略されているものもある）を
より詳細に示している。図２中に実線で示されているように、センター役物８は可動体１
４を左右方向に拡開させた状態で遊技球を受け入れ可能、つまり、入賞させることができ
る。図２には明示されていないが、センター役物８には左右の可動体１４に対応してそれ
ぞれ入賞口（または入球口）が形成されており、図２中に２点鎖線で示されているように
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、左右の可動体１４が窄まった状態になると、各入賞口が閉じられてセンター役物８には
入賞できなくなる。なお、この種のパチンコ機１では多くの場合、センター役物８の入賞
口には遊技球の入賞を検出するための先カウントセンサ（図示していない）が設けられて
いる。
【００３０】
　センター役物８の内部は、パチンコ機１の機種に応じて各種の仕組みが設けられている
。本実施形態では、例えばセンター役物８の内部に棚板２０が配置されており、両側の入
賞口から入賞した遊技球は棚板２０に受け止められ、そこで滞留された後に転がり先を振
り分けられる。また図示されていないが、この他にもセンター役物８の内部に振り分け装
置が配置されていることがあり、このような振り分け装置は遊技球の転がり先を機械的に
振り分けることで、一定の確率でＶ入賞の機会を与えることができる。
【００３１】
　またセンター役物８の内部には、例えばその最下部となる位置にＶゾーン（特定領域）
２２が形成されている。センター役物８内で振り分けられた遊技球がＶゾーン２２を通過
すると、Ｖ入賞となって特別遊技状態に移行する。特別遊技状態に移行すると、センター
役物８が所定のパターンで作動され、遊技者はこの間にセンター役物８に入賞する機会を
多く得ることができる。これとは逆に、センター役物８内で振り分けられた遊技球がＶ入
賞しなかった場合、その遊技球はＶゾーン２２とは別のノーマルゾーン２４を通過する。
ノーマルゾーン２４は、例えばＶゾーン２２の両側にそれぞれ配置されている。
【００３２】
　（２－１．可動体）
　可動体１４はセンター役物８の入賞口に対して、これを閉塞する姿勢（第１姿勢）と逆
に開放する姿勢（第２姿勢）との間で変位可能に構成されており、この例では各可動体１
４がその基端部を中心として盤面に沿って左右方向に回動（回転動作）するものとなって
いる。
【００３３】
　各可動体１４はその回動中心としての基端部から斜め上方（または上方）に延びており
、その第１姿勢（２点鎖線で示す）で可動体１４はほぼ垂直に立ち上がった状態にある。
一方、可動体１４は第２姿勢（実線で示す）に変位すると基端部から斜め上に傾斜した状
態となる。これを左右両方でみると、２つの可動体１４がともに第２姿勢に変位すること
でこれらが左右に拡開し、その内側には遊技領域の幅方向でみて、センター役物８への入
賞が可能となる範囲（開口幅Ｗ）が大きく規定されることとなる。
【００３４】
　（２－２．球受け面）
　図２中に実線で示されているように、左右一対の可動体１４が第２姿勢に変位すると、
いずれも上面側となる位置に球受け面１４ａが形成された状態となる。盤面に沿って流れ
落ちる遊技球は可動体１４の球受け面１４ａに受け止められ、その傾斜に沿ってセンター
役物８の各入賞口へ案内されることとなる。なお、この例では球受け面１４ａが段付きの
面形状から構成されているが、球受け面１４ａは単に平面や曲面、凹凸面等、各種の面形
状を有するものであってもよい。
【００３５】
　（２－３．第１の羽根状部材、第２の羽根状部材）
　次に可動体１４の構成について、より詳細に説明する。
  図３は、可動体１４とこれを作動させる機構との関係を具体的に示している。図３中（
ａ）は可動体１４が第２姿勢にある状態を示し、また図３中（ｂ）は可動体１４が第１姿
勢にある状態を示している。
【００３６】
　各可動体１４は２つの部材（羽根状部材）を組み合わせて構成されており、具体的には
主可動翼片１６と副可動翼片１８とが含まれる。これら主可動翼片１６および副可動翼片
１８のうち、遊技者からみて手前側に副可動翼片１８が位置し、その後側（盤面に近い方
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）に主可動翼片１６が配置されている。ここで、盤面から正面に対する方向を厚み方向（
図３中のＸ軸方向）として規定すると、これら主可動翼片１６と副可動翼片１８とは互い
に厚み方向に重なり合い、そして、主可動翼片１６の前面のうち、その大部分は副可動翼
片１８により覆われた状態にある。
【００３７】
　この状態で、主可動翼片１６の先端部分１６ａは副可動翼片１８に覆われておらず、そ
の他の部分よりも厚み方向に大きく成形されている分だけ手前側に張り出している。これ
を可動体１４の回転方向（図３中Ｘ軸回り）でみると、先端部分１６ａは副可動翼片１８
に対して上側（図３中（ａ））またはその内側（図３中（ｂ））に重なり合っており、先
端部分１６ａの前面と副可動翼片１８の前面とはほぼ同一の平面（図３中Ｙ－Ｚ平面）内
に位置するものとなっている。
【００３８】
　本実施形態の場合、上記の球受け面１４ａは主可動翼片１６および副可動翼片１８の両
方から構成されている。例えば図３中（ａ）に示されているように、主可動翼片１６につ
いてはその先端部分１６ａの上面、また、副可動翼片１８については先端部分１６ａに重
ならない部分の上面にそれぞれ球受け面１４ａが形成される。これを図３中（ｂ）の状態
でみると、主可動翼片１６の先端部分１６ａおよび副可動翼片１８について、いずれもセ
ンター役物８の内側を向いた面に上記の球受け面１４ａとなる範囲が規定されることとな
る。また以上の説明により、前述した球受け面１４ａの段付き形状は、主可動翼片１６の
先端部分１６ａと副可動翼片１８との間に存する段差に起因していることが理解される。
【００３９】
　（３．作動機構）
　可動体１４を作動させる駆動源として、本実施形態では２つのソレノイド２６が用いら
れている。これら２つのソレノイド２６を含む作動機構の大部分は遊技盤４の裏面側に配
置されており、通常、遊技者からは視認されない。作動機構では、２つのソレノイド２６
が連結ビーム２８を垂直方向に上げ下げし、この上下動作が駆動軸３０の回転動作に変換
されるものとなっている。なお、このような機能は公知の構造により実現できるため、こ
こでは詳細な説明を省略する。また、本実施形態では２つのソレノイド２６が用いられて
いるが、ソレノイド２６は１つまたは３つ以上であってもよい。
【００４０】
　上記の主可動翼片１６および副可動翼片１８のうち、作動機構に直接連結されているの
は主可動翼片１６である。すなわち、主可動翼片１６はその基端部が駆動軸３０に接続さ
れており、作動機構により駆動軸３０が回転動作されると、その動力によって主可動翼片
１６が回転動作される。一方、副可動翼片１８は駆動軸３０とは別の位置で基端部が回転
自在に支持されている。
【００４１】
　（４．リンク機構）
　次に図４は、主可動翼片１６と副可動翼片１８との連結関係を詳細に示している。図４
では主可動翼片１６および副可動翼片１８の縦断面（図３中Ｙ－Ｚ平面に沿う断面）が示
されており、それゆえ副可動翼片１８の構造についての理解が一層容易となっている。
【００４２】
　上記のように、主可動翼片１６の基端部には駆動軸３０の一端が固定されており、この
状態で駆動軸３０の一端は主可動翼片１６の厚み内に嵌め込まれた状態にある。このため
主可動翼片１６の手前側に副可動翼片１８が重ね合わされていても、駆動軸３０が副可動
翼片１８に干渉することはない。
【００４３】
　一方、副可動翼片１８の基端部には支持ピン３２が取り付けられており、この支持ピン
３２は副可動翼片１８の裏面から厚み方向に突出している。支持ピン３２の突出端は、例
えばセンター役物８の本体部分（図４には示されていない）に回転自在に支持されており
、これにより、副可動翼片１８が盤面に沿う方向にて回転動作可能となっている。
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【００４４】
　上記の支持ピン３２は駆動軸３０よりも上方で、かつ、センター役物８に対してやや内
側よりに離れて位置しており、これら支持ピン３２と駆動軸３０との間には適当なクリア
ランスが確保されている。また図４中に破線を加えて示しているように、主可動翼片１６
はその基端部から先端部分１６ａにかけて僅かに屈曲するようにして成形されており、可
動体１４としての第１姿勢（図４中（ａ））にある状態では、主可動翼片１６がその屈曲
によって抉られた部分の内側にて支持ピン３２との干渉を回避することができるものとな
っている。
【００４５】
　主可動翼片１６と副可動翼片１８とを相互に連結するため、主可動翼片１６にはスライ
ドピン１６ｂが取り付けられており、また副可動翼片１８にはその長手方向に延びるガイ
ド溝１８ａが形成されている。スライドピン１６ｂは主可動翼片１６から手前側に突出し
ており、またガイド溝１８ａは副可動翼片１８の裏面側にて開放されている。それゆえ、
主可動翼片１６の手前側に副可動翼片１８が重ね合わせられた状態で、スライドピン１６
ｂはガイド溝１８ａ内に嵌り込むことができ、この状態でガイド溝１８ａに沿ってスライ
ド可能となっている。
【００４６】
　ガイド溝１８ａは、支持ピン３２の外側位置から副可動翼片１８の先端寄りの位置まで
の間に形成されており、これら主可動翼片１６および副可動翼片１８がともに可動体１４
としての第１姿勢（図４中（ａ））にある状態では、ガイド溝１８ａのほぼ中間位置にス
ライドピン１６ｂが位置している。
【００４７】
　この状態から、作動機構の動力によって可動体１４を拡開させる方向（図４では反時計
回り方向）に主可動翼片１６が回転動作されると、スライドピン１６ｂがガイド溝１８ａ
を介して副可動翼片１８を回転方向に押すので、これによって副可動翼片１８が同じ方向
に回転動作される。
【００４８】
　このような主可動翼片１６および副可動翼片１８の回転動作の過程で、スライドピン１
６ｂは副可動翼片１８の先端方向に向けてガイド溝１８ａ内を相対的にスライドしながら
移動する。そして、これらがともに可動体１４としての第２姿勢（図４中（ｂ））まで変
位すると、スライドピン１６ｂはガイド溝１８ａの終端に到達する。この状態でスライド
ピン１６ｂはガイド溝１８ａの終端縁に当接しているため、それ以上のスライドは規制さ
れる。これにより、主可動翼片１６および副可動翼片１８の回転変位が停止されるので、
これらがともに可動体１４としての第２姿勢を超えてさらに回転動作されることはない。
【００４９】
　なお、このとき合わせて可動体１４の第２姿勢でソレノイド２６のプランジャが伸長す
るストロークも終端に達しており、上記のようにスライドピン１６ｂがガイド溝１８ａの
終端縁に当接した状態で、それ以上の過度な回転動力が駆動軸３０から付与されないよう
に設定されていればより好ましい態様となる。
【００５０】
　これとは逆に、可動体１４を第２姿勢から第１姿勢に向けて復帰させる方向（図４では
時計回り方向）に主可動翼片１６が回転動作されると、スライドピン１６ｂはガイド溝１
８ａの終端から離れて逆方向（基端方向）にスライドし始める。このときもスライドピン
１６ｂがガイド溝１８ａを介して副可動翼片１８を回転方向に押すので、これによって副
可動翼片１８が同じ方向に回転動作される。
【００５１】
　この場合も主可動翼片１６および副可動翼片１８の回転動作の過程で、スライドピン１
６ｂはガイド溝１８ａ内を相対的にスライドしながら移動する。そして、これらがともに
可動体１４としての第１姿勢（図４中（ａ））まで変位すると、スライドピン１６ｂはガ
イド溝１８ａの中間位置でスライドを停止する。このときソレノイド２６のプランジャが
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収縮するストロークが終端に達するため、主可動翼片１６および副可動翼片１８がともに
回転動作を停止することとなる。
【００５２】
　なお、図４では一方（ここでは左側）の可動体１４についてのみ示しているが、他方の
可動体１４の変位については上記と対称に考えることができる。
【００５３】
　（５．動作例）
　次に、上記のリンク機構を介して連結された主可動翼片１６および副可動翼片１８がと
もに回転動作される場合の動作例について説明する。
　図５は、可動体１４の変位と各所の寸法との関係を示している。本実施形態ではその構
造上、駆動軸３０が支持ピン３２よりもセンター役物８の外側寄りに位置しており（水平
偏心量Ｈで表される）、また、駆動軸３０が支持ピン３２より下方に位置している（垂直
偏心量Ｖで表される）。
【００５４】
　さらに本実施形態ではその構造上、主可動翼片１６の回転中心である駆動軸３０からそ
の先端までの距離（半径Ｒ１で示される）は一定であり、また、副可動翼片１８の回転中
心である支持ピン３２からその先端までの距離（半径Ｒ２で示される）もまた一定である
。
【００５５】
　上記の構造において、主可動翼片１６および副可動翼片１８がともに可動体１４として
の第１姿勢にある状態（２点鎖線）と第２姿勢にある状態（実線）とを対比すると、第２
姿勢にある状態よりも第１姿勢にある状態の方が主可動翼片１６に対して副可動翼片１８
の重なる範囲が大きく、それだけ両者の先端位置が互いに近接した状態にある。これに対
し、第１姿勢にある状態よりも第２姿勢にある状態の方が主可動翼片１６に対して副可動
翼片１８の重なる範囲が小さく、それだけ両者の先端位置が互いに離隔した状態にあると
いえる。
【００５６】
　このため、可動体１４が第１姿勢にある状態で球受け面１４ａとして規定される範囲Ｃ
は、可動体１４が第２姿勢にある状態で球受け面１４ａとして規定される範囲Ｃ’よりも
小さい（Ｃ＜Ｃ’）。これを可動体１４が第１姿勢から第２姿勢に向けて変位される過程
でみると、主可動翼片１６および副可動翼片１８がともに回転動作される過程で、可動体
１４に球受け面１４ａとして規定される範囲は拡張されている（Ｃ→Ｃ’）。また、この
とき球受け面１４ａが拡張される方向は可動体１４の拡開する方向と逆向き、つまり、セ
ンター役物８の内側方向である。
【００５７】
　しかしその一方で、主可動翼片１６および副可動翼片１８の長さはいずれも不変であり
、特にこれら主可動翼片１６および副可動翼片１８の全長が構造的に伸長されているわけ
ではない。したがって、これらを可動体１４全体としてみると、その回転中心（駆動軸３
０）から球受け面１４ａの末端までの長さは変わらず一定である。なお、ここで主可動翼
片１６の回転中心を可動体１４の回転中心と規定しているのは、球受け面１４ａの末端が
主可動翼片１６の先端部分１６ａにより規定されているからである。
【００５８】
　次に図６は、左右の可動体１４についての動作例を示している。上記の動作例では片側
（ここでは左側）の可動体１４についてのみ示しているが、センター役物８の作動により
左右の可動体１４が動作されると、遊技者には以下のように視認される。
【００５９】
　例えば、通常遊技中にセンター役物８が作動されていない場合、遊技者からは左右の可
動体１４がともに第１姿勢（２点鎖線）にある状態で視認される。この場合、遊技者は可
動体１４の大きさから球受け面１４ａの長さを目視によって推し量り、センター役物８が
作動したときの入賞確率をおおよそイメージすることができる。なお、このとき遊技者か
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らは、可動体１４の球受け面１４ａとなる部分の長さとして短い方の範囲Ｃが視認されて
いる。
【００６０】
　この状態で、始動入賞等によってセンター役物８が作動すると、各可動体１４が第２姿
勢（実線）に変位することとなる。この変位の過程で、可動体１４は球受け面１４ａとな
る部分の長さが範囲Ｃから範囲Ｃ’に拡張されるため、遊技者からはそれまでイメージし
ていたよりも入賞しやすくなったかのように視認される。このときの視覚的効果により、
センター役物８に入賞しやすい状況になったと遊技者に錯覚させることで、入賞の期待感
が一層高まり、興趣性の高い遊技を提供することが可能となる。
【００６１】
　その一方で、本実施形態では可動体１４の回転中心からその先端、つまり、球受け面１
４ａの末端までの長さが構造的に伸長されているわけではない。したがって、左右の可動
体１４が拡開した場合であっても、予め規定された開口幅Ｗが変動したり拡張されたりす
ることはなく、その大きさは常に一定であるので、パチンコ機１の射幸性が過度に高くな
ってしまうことはない。
【００６２】
　この点、例えば可動体の先端から突出したり引っ込んだりできる補助部材を備えたタイ
プの可変入賞装置では、補助部材が引っ込んだままの状態だと開口幅が小さすぎて興趣性
に乏しくなってしまうし、逆に補助部材が突出した状態だと開口幅が大きくなりすぎるた
め、ややもすると射幸性が過度に高くなってしまうおそれがあるが、本実施形態ではその
ような問題が生じることはない。
【００６３】
　（６．その他の実施形態についての言及）
　以上は一実施形態についての説明であるが、本発明の実施の形態がこれに制約されるこ
とはない。以下に、その他の実施形態についていくつか例を挙げて言及する。
【００６４】
　（１）一実施形態では可変入賞装置としてセンター役物を例に挙げているが、可変入賞
装置は電動チューリップ型のものやその他の形態のものであってもよく、可動体の動作に
よって入賞確率が変化するものであれば特にその形態は限定されない。
【００６５】
　（２）一実施形態の作動機構では駆動源としてソレノイドを用いているが、その他の駆
動源（例えばモータ）を用いてもよい。
【００６６】
　（３）一実施形態では作動機構の駆動軸が主可動翼片に接続されているが、副可動翼片
に駆動軸が接続されている態様であってもよい。この場合、駆動軸から副可動翼片に与え
られた動力がリンク機構を介して主可動翼片に伝達され、上記の動作例と同様に機能する
ことができる。
【００６７】
　（４）一実施形態では主可動翼片にスライドピンが設けられており、副可動翼片にガイ
ド溝が形成されている例を挙げているが、これらは互いに逆の配置であってもよい。また
、一実施形態で挙げたリンク機構の具体的な構成（スライドピン、ガイド溝）はあくまで
好ましい例示であり、同様の機能を果たす機構であればその構成を適宜変更してもよい。
【００６８】
　（５）その他、一実施形態で挙げたセンター役物の構成や各可動翼片の具体的な形状、
構造等はいずれも好ましい例示であり、これらは適宜変更可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】一実施形態となるパチンコ機の正面図である。
【図２】センター役物とその周囲の部分を詳細に示した図である。
【図３】可動体と作動機構との関係を示した斜視図である。



(11) JP 4595109 B2 2010.12.8

10

【図４】可動体の縦断面図である。
【図５】可動体の動作例を説明するための図である。
【図６】センター役物について、左右の可動体による動作例を説明するための図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　　パチンコ機
　８　　センター役物
１４　　可動体
１４ａ　球受け面
１６　　主可動翼片
１６ｂ　スライドピン
１８　　副可動翼片
１８ａ　ガイド溝
２６　　ソレノイド
２８　　連結ビーム
３０　　駆動軸
３２　　支持ピン

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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